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★対処法　
○販売店はカニの健康食品について「高血圧に効く」と言っていますが、健康食品は医薬品ではあり
ません。薬事法は医薬品として承認を受けていないものについて、効能・効果に関する広告をするこ
とを禁止しています。
○販売員から「血圧の薬の代わりになる」と３時間以上も勧められ、開封するよう言われ飲んでいた
ことも分かりました。これは効能・効果についてウソの説明であり、消費者がセールストークを信じ
誤認して契約したもので契約取り消しも主張できます。
○訪問販売で健康食品を契約して８日以内はクーリング・オフ（無条件解約）ができます。ただし、健
康食品や化粧品などを使用または消費した場合はその分についてはクーリング・オフできません。も
し販売員が開封したり、開封、使用するよう誘導したりした場合はその分もクーリグ・オフできます。

　

毎
週
月
・
木
曜
日
、
市
役
所
本
庁

で
消
費
生
活
相
談
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
市
内
の
各
支
所
で
も
巡
回
し

て
相
談
を
行
い
ま
す
。

　

身
に
覚
え
の
な
い
架
空
請
求
、
健

康
食
品
や
健
康
機
器
購
入
等
の
契
約

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
消
費
生
活
に
関
す

る
相
談
を
、
消
費
生
活
相
談
員
が
お

受
け
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す

の
で
、
来
所
ま
た
は
電
話
で
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
と
場
所

6
月
19
日
㈫
小
川
支
所
別
館
１
階
会

議
室 

６
月
26
日
㈫
豊
野
支
所
２
階
小
会
議

室 い
ず
れ
も
午
前
10
〜
午
後
３
時
（
午

前
12
時
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

問　
商
工
観
光
課　

☎
３
２―

１

１
１
１

　

戦
没
者
を
追
悼
し
平
和
を
祈
念
す

る
た
め
の
戦
没
者
追
悼
式
を
、
新
市

発
足
後
初
め
て
宇
城
市
遺
族
連
合
会

主
催
で
開
催
し
ま
す
。

　

遺
族
の
皆
様
の
ご
来
場
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

日
時　
６
月
30
日
㈯　

午
前
９
時
30

分
開
式

場
所　
ウ
イ
ン
グ
ま
つ
ば
せ
文
化
ホ

ー
ル

主
催　
宇
城
市
遺
族
連
合
会

問　
社
会
福
祉
課　

☎
３
２―

１

１
１
１

　

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講

試
験
は
、
県
知
事
の
指
定
を
受
け
、

次
の
要
領
で
実
施
し
ま
す
。

試
験
日
時　
10
月
28
日
㈰
午
前
10
時

試
験
会
場　
熊
本
学
園
大
学
・
崇
城

大
学
・
熊
本
大
学 

※
試
験
会
場
の

指
定
は
で
き
ま
せ
ん
。

受
験
資
格　
原
則
と
し
て
、
保
健
、

医
療
、
福
祉
の
分
野
で
通
算
５
年

（
一
部
10
年
）
以
上
の
実
務
経
験
を

有
す
る
人
（
詳
細
は
「
試
験
案
内
」

に
記
載
）

試
験
案
内
の
配
布
期
間　

６
月
18
日
㈪
〜
７
月
20
日
㈮

試
験
案
内
の
配
布
場
所　
県
社
会
福

祉
協
議
会
（
福
祉
人
材
・
研
修
セ
ン

タ
ー
）、
各
市
町
村
社
会
福
祉
協
議

会
（
支
所
含
む
）、
熊
本
県
高
齢
者

支
援
総
室
、
熊
本
市
介
護
保
険
課　

※
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
。
試
験
案

内
の
郵
送
は
行
わ
な
い
。

申
込
期
間　
７
月
９
日
㈪
〜
20
日
㈮

申
込
方
法　
受
験
申
込
書
は
、
「
試

験
案
内
」
巻
末
の
専
用
封
筒
を
使
用

し
、
１
通
に
つ
き
１
人
分
を
、
必
ず

簡
易
書
留
に
よ
り
県
社
会
福
祉
協
議

会
（
福
祉
人
材
・
研
修
セ
ン
タ
ー
）

あ
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
※
７

月
20
日
の
消
印
有
効
。
持
参
に
よ
る

申
込
書
は
受
け
付
け
し
ま
せ
ん
。

受
験
手
数
料　
８
８
０
０
円

実
務
研
修
の
予
定　

試
験
合
格
者

を
対
象
に
、
実
務
研
修
を
実
施
し
ま

す
。
① 

実
施
時
期
１
月
〜
３
月
の

間
７
日
間
（
前
期
３
日
、
後
期
４

日
）
② 

実
施
会
場　

熊
本
市
内

　
・
問　

社
会
福
祉
法
人
熊
本
県

社
会
福
祉
協
議
会
（
福
祉
人
材
・

研
修
セ
ン
タ
ー
）

☎
０
９
６
ー
３
２
２―

８
０
７
７

※
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く

　市政に対する皆さんのご意見を直接お聴きし、市政
の運営に役立てることを目的に市政モニターを募集し
ます。市の施策に関心のある人のご応募をお待ちして
います。

応募資格 20 歳以上の市民（議員、行政委員、公務員
を除く）

活動内容 市政に関する意見や提案の提出、アンケート調
査の回答、市政モニター会議への出席など

活動期間 平成 21 年 3月 31 日まで
募集人員 20 人程度
申込期限 ６月 29 日 ( 金 )（当日消印有効）
応募方法 はがきに住所、氏名、年齢、職業、電話番号、関心の

ある行政分野（環境、教育、福祉など）、「市政モニ
ター希望」と明記して、下記にお申し込みください。

選出方法 住所、年齢、性別、関心のある行政分野な
どが偏らないように選考します。

「広報うき」に身近な話題・情報などを提供していた
だく「市民レポーター」を募集します。
市民の皆さんの目から見た宇城市の市民生活、まちの
様子などを取材してみませんか？
応募資格　市内在住の人
活動内容
　○市内で行われた地域の行事、奉仕活動、市民生活
　やまちの様子、市の施設などの取材
　○身近な行事などについての情報提供など
活動期間　平成 19年７月～平成 20年６月
募集人員　５人程度
申込期限　７月 10日（火）
応募方法　住所、氏名、年齢、
　電話番号、「市民レポーター
　希望」と明記して、下記に
　お申し込みください。

●応募・問合せ先　〒869― 0592（住所不要）総合政策課「市民レポーター」係または「市政モニター」係
　☎３２―１１１１　ＦＡＸ３２―０１１０　Ｅメール　sogoseisakuka ＠ city.uki.lg.jp

申

あなたの意見を市政に市政モニター募集

うまい話に落とし穴「○○病に効く…」高額な健康食品を購入

消費者問題注意報！
商工観光課　☎３２－１１１１

期　日 病　院　名

3日
(日）

松合医院（不知火）
☎42-3445

国立熊本南病院 (松橋 )
☎ 32－ 0826

廣岡クリニック皮膚科 (小川 )
☎ 43－ 6543

10日
(日）

勝目眼科医院 (三角 )
☎ 52－ 3688

坂崎医院 (松橋 )
☎ 32－ 0166

ダイヤモンドシティクリニック（小川）
☎ 34－ 6071

17日
(日）

池田胃腸科内科医院 (三角 )
☎ 52－ 2610

城野内科医院 (松橋 )
☎ 32－ 5000

ダイヤモンドシティクリニック（小川）
☎ 34－ 6071

24日
(日）

錦戸整形外科（不知火）
☎32-5775

中村医院 (松橋 )
☎ 32－ 0722

ダイヤモンドシティクリニック（小川）
☎ 34－ 6071

狩場医院（豊野）
☎45－ 2071

多重債務、悪質商法、衣•食•住など消費生活に
関するご相談に応じます。
日時•場所については上の「６月の市民相談」コ
ーナーをご覧ください。

 　

消
費
生
活
巡
回
相
談

宇
城
市
戦
没
者
追
悼
式

平
成
19
年
度
熊
本
県
介
護
支
援

専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験　

市民レポーター募集！広報紙つくりに
　参加しませんか？

無料で講師を派遣しています！

　町内会、老人会、婦人会、学生、生徒向け消費者教育講座

　　内容…暮らしの中で知っておきたい身近な事柄や苦情相談の事
例、ビデオ上映など

　健康食品の販売員から電話があり、血液の状態を調べてくれるというので訪問
を約束しました。耳から血液を採られ、検査器具で調べてもらうと「血液がド
ロドロですよ」などと言われ、不安で一杯になりました。高血圧に効くという
カニの健康食品１年分を、勧められるまま契約しましたが、40万円余りの高
額なのでとても年金暮らしでは支払えません。 70歳 Aさん

種　別 期　日 時　間 場　所

市民生活
（多重債務）

  6日(水)
13:30～15:30

本庁新館1階会議室
※要電話予約　☎32-1111
　市民生活相談センター20日(水)

夜間納税 毎週木曜日 17:30～19:00 本庁1階収納課窓口

人権・行政
  5日(火)

13:00～16:00
豊野公民館

12日(火) 三角センター
19日(火) 小川総合文化センター

人　　 権
 １日(金) 10:00～15:00 松橋公民館
13日(水) 13:00～16:00 不知火公民館

行　　 政
12日(火)

  9:30～12:00 農業就業改善センター（松合）
12:30～15:30 不知火公民館

28日(木) 13:30～15:30 松橋公民館

　 心　配　事

( 社会福祉協議会  　☎32－1316   ）

12日（火）
13:30～15:30

不知火公民館
15日（金） 三角老人福祉センター
19日（火） 農業就業改善センター（松合）
20日（水）   9:30～11:30 豊野福祉センター
27日（水）

13:30～15:30
総合健康福祉センター（小川）

28日（木） 松橋公民館

年　　 金
 5日（火）

10:00～15:00
本庁新館第3会議室
※７月は３日

1９日（火） 宇土市役所

消費生活 毎週（月・木）
祝日の時は翌日 10:00～15:00 本庁新館１階第５会議室

高齢者介護 日曜祝日を
除く毎日　   8:30～17:30 宇城市地域包括支援センター(不知火支所2階 )

６月の市民相談
ご自分の相談内容に応じてどの会場もご利用になれます。※相談時間は、正午～午後１時を除きます。

6 月の休日当番医
都合により変更になる場合があります。


